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札幌駅・大通駅周辺地区都市再生安全確保計画 

札幌都心地域都市再生緊急整備協議会（都市再生安全確保計画部会） 

 

はじめに 

 平成23年の東日本大震災の際に首都圏においてターミナル等の交通結節点周辺で発生した大量

の帰宅困難者による混乱等は、図らずも大都市の都市基盤等の脆弱性を露呈することとなった。

この教訓を踏まえ、震災時において都市再生緊急整備地域における滞留者等の安全確保を図るこ

とを目的に、平成24年7月に都市再生特別措置法（平成14年法第22号。以下「法」という。）が改正

され、都市再生安全確保計画制度が創設された。 

 法第19条の13では、「都市再生緊急整備協議会は、都市再生緊急整備地域について、大規模な地

震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避経路、退避施設（一時

滞在施設）、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設その他施設の整備等に関する計画を作成することが

できる。」ことが定められており、札幌市においても人口・機能が集積する都市再生緊急整備地域

を対象に都市再生安全確保計画を策定するものである。 

 なお、本計画における用語については、参考資料－１を参照すること。 

  

1 札幌駅・大通駅周辺地区における滞在者等の安全確保に関する基本的な方針 

1-1 都市再生安全確保計画の意義・目標 

 札幌市の第４次地震被害想定では、直下型の地震として最大震度７が想定され、特に冬期には

被害が拡大し、多数の死傷者や被災者が発生することが懸念されている。大型商業施設や業務機

能などが集中している札幌市の都市再生緊急整備地域（札幌都心地域）においても、大規模地震

に伴う公共交通機関の停止などによる大混乱発生の恐れがあり、帰宅困難者対策が必要である。

さっぽろ雪まつり開催時には、その観光客によりさらに多くの帰宅困難者が発生すると想定され

るが、厳しい寒さのため、屋外での滞留は困難であり、人的被害の低減対策が重要である。 

 札幌都心地域のうち、地域拡大前の都市再生緊急整備地域である札幌駅・大通駅周辺地区（図

１）には、昼間人口約７万人が集積しており、さっぽろ雪まつりの際には１日32万人もの観光客

図１ 都市再生緊急整備地域と札幌駅・大通駅周辺地区 
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が訪れる。当地区には、大型商業施設等、様々な都市機能が特に集中しており、災害時に混乱が

生じる等のリスクが地域の中で高い状況にある。さらに、都市機能の継続・早期復旧に向けた対

策も急務である。現在、地区内では２つのまちづくり会社によりエリアマネジメントを推進中で

あり、計画の合意形成に向けた環境が整っていると言える。このような状況から、当地区におい

て先行して計画を作成するものである。 

 図２に示すように、札幌市では、①都市機能の集積・高度化、②都市空間・エネルギーネット

ワーク形成、③こうした都市機能・空間を活用したエリアマネジメントの展開、の３点を柱とし

て都市再生の取組を進めている。このことを防災面から見ると、①札幌オリンピック開催（1972

年）に合わせて建てられた多くのビルが更新時期を迎えており、これらの再開発に伴う高い防災

性能の導入、②防災性の向上に寄与する都市空間・エネルギーネットワークの充実、③エリアマ

ネジメントの波及による高齢者、障害者などの要配慮者へも配慮した「防災協働社会」の構築、

といったことが求められているものである。 

 これを踏まえ、本計画は、国内外の観光客・ビジネスパーソン等を惹きつけ、集客交流都市と

して国際競争力の向上につながる、災害に強い安全なまちを目指し、人的・経済被害の軽減、災

害時の事業継続・早期復旧による信頼性の確保、エリアマネジメントの推進による平時からのコ

ミュニティ防災の継続を目的として、そのために必要な対策を定めるものである。 

 

 
 

図２ 地区の防災上目指す姿と計画の目的 
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1-2 札幌駅・大通駅周辺地区の現状と課題 

1-2-1 地区の現況 

 現在、札幌駅・大通駅周辺地区

には、大型商業施設など様々な都

市機能が集中しており、市街化区

域に占める同地区の割合が 0.6％

と小さいにもかかわらず、従業員

数、大型商業施設、文化観光施設

等の占める割合は比較的大きい

ものとなっている（表１、図３）。

今後、さらなる都市機能の集積・

高度化が進むと考えられ、大規模

地震発生時における都市機能の

継続・早期復旧に向けた対策の実

現が急務である。 

 札幌駅・大通駅周辺地区の耐震

化（昭和 57年以降の建築物）の状

況、指定避難所、都市公園、地下

空間及びコンビニの状況の現状を図４に示す。耐震性が確保されている建築物は、４割弱にとど

まっている（詳細は参考資料-２）。近年、更新時期を迎えたビルの建替えが再開発などにより進

行しているが、地区内建築物の耐震性を踏まえた上で対策の検討を行う必要がある。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 各項目の当地区の割合 

項  目 数 量 割合 

面積 
市街化区域 25,017ha 

0.6% 
地 区 144ha 

従業員数 
市全体 927,971 人 

11.3% 
地 区 105,171 人 

大型商業施設 
（施設数・店舗面積） 

市全体 
312 施設 

（1,834,630 ㎡） 8.1% 
(17.1%) 

地 区 
26 施設 

（313,505 ㎡） 

文化観光施設 
市全体 165 施設 

23.6% 
地 区 39 施設 

図４ 地区の現況 図３ 大型商業施設・文化観光施設 
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1-2-2 地域熱供給の現況 

 札幌の都心部では、1972年の冬季オリンピック開催に向けたばい煙対策を契機に地域熱供給が

導入され、その後も熱供給基盤の整備を進め、国内では大規模である約130haのエリアにおいて

様々な用途の建物に熱供給を行っている（表２、図５）。 

 近年は、札幌駅南口エネルギーセンターをはじめとするエネルギー供給施設に、天然ガスコー

ジェネレーションシステムを導入するとともに、プラント間で連携しエネルギーを融通し合うこ

とにより、平常時の低炭素化と同時に、非常時においても電力と熱の供給を継続できる体制の強

化に向けた取組が進められている。 

 今後は、都心部において多くの建物の建替が進むことが予測されていることから、まちの更新

に合わせ、エネルギー供給施設の整備やエネルギーネットワークの構築を推進し、取組を拡大し

ていくことが重要である。 

 

                表２ 都心の地域熱供給     (令和３年３月31日現在) 

事業者 ㈱札幌エネルギー供給公社 ㈱北海道熱供給公社 北海道ガス㈱ 

地区名 札幌駅北口地区 都心地区 北４東６周辺地区 

供給面積 22ha 106ha 2.26ha 

供給件数 11件 90件 2件 

主な熱源 天然ガス、電力、雪冷熱、 

フリークーリング 

天然ガス、木質バイオマス、 

フリークーリング 

天然ガス、太陽熱、地中熱 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 現況の地域熱供給ネットワークの全体像 

 

 

 

 



 

- 5 - 

 

1-2-3 想定する災害 

 第４次地震被害想定では、内陸型（伏在活断層）地震を想定し、市内では最大震度７、地区で

は震度６弱～６強を想定している。この地震の発生により、表３のとおり、人的被害の発生、建

物の倒壊、火災の発生、停電、交通・ライフラインの途絶、避難生活者の発生が想定される。 

表３ 被害想定（冬期、月寒断層地震） 

項 目 札幌市全域 

建 物 全壊 15,265棟、半 壊 41,602棟 

死傷者 死者  4,911人、負傷者（重傷者含む） 9,961人 

火 災 炎上出火件数 60 件 

ライフライン(初日) 

上 水 道：断 水  372,746世帯 

電 力：停 電  875,236世帯 

都市ガス：要安全点検 402,641世帯 

下 水 道：機能支障  92,205世帯 

避難生活者（初日） 89,912 人 

※各項目の最大値を掲載 

 

 帰宅困難者等について

は、東日本大震災を踏まえ

た南海トラフ巨大地震の

被害想定の手法に基づき、

平日及び休日の帰宅困難

者数等を推計した。 

 推計にあたっては、発災

時に計画区域にいる人に

加え、当区域内のＪＲ札幌

駅、地下鉄駅等の交通結節

点を目指して区域に流入

する人も対象とした。帰宅

困難者のうち、屋外（建築

物外）への滞留を余儀なく

された者を屋外滞留者と

して、算出した（図６）。 

 また、日常生活行動者

（就業や通学を目的とす

る滞在者、居住者、業務目

的及び買い物や観光など

の私用目的の来訪者）だけ

ではなく、区域内で開催さ

れる大型イベントの観光

客による影響も考慮した。 

 帰宅困難者数が多くな

る冬期の推定結果を表４

に示す。帰宅困難者数は平

日最大で９万６千人であ

る。屋外滞留者は、平日最

大で３万８千人、休日最大

では４万６千人となり、こ

の人々への対応が課題で

ある。なお、推計の詳細を

参考資料－３に示す。 

図６ 帰宅困難者数等の推定フロー 

表４ 帰宅困難者数等推定結果 

（千人） 

 
滞在者等 帰宅困難者 屋外滞留者 

平
日 

日常生活行動者 ３７１ ８６ ３１ 

観 光 行 動 者 １０ １０ ７ 

合  計 ３８１ ９６ ３８ 

休
日 

日常生活行動者 １８９ ４４ ３４ 

観 光 行 動 者 １７ １５ １２ 

合  計 ２０６ ６０ ４６ 

帰宅困難者

計画区域内の滞在者等

帰宅可能者

自宅まで
の距離

徒歩で
帰宅可能

徒歩で
帰宅困難

滞在者

来訪者

滞在場所
の確保

屋外滞留者
以外の者

屋外滞留者

無し有り

居住者 来訪者滞在者 〈従業者〉
〈通学者〉

発災時、計画区域
には、居住者や滞
在者、来訪者が存
在

発災時、計画区域
外から、滞在者や
来訪者が計画区域
に流入すると想定

計画区域内
にいる人

計画区域に
流入する人
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1-2-4 地区内事業所等の災害への備え 

 地区内の事業所等へアンケート調査及びヒアリング調査を実施し、災害への備えの現状を把握

した。主な３項目について概要を以下に示す。なお、詳細を参考資料－４に示す。 

 

(1)備蓄状況 

 事業所での備蓄状況は、飲料水や食料に

ついて、約60%の事業所で備蓄を行ってい

る（図７）。トイレは約41%、暖房は約27%

の備蓄にとどまっており、備えが不十分と

いえる。 

 この現状から、大規模地震が発生した際

に、事業継続のために事業所内にとどまる

ためには、物資の備蓄が課題である。 

 

(2)発災時の情報提供 

 大型施設での情報提供の現状は、口頭での伝

達、館内放送、掲示板等への表示により情報提

供が可能な施設は約80～90%に及び多くの施設で可能である。モニターへの表示による情報提供が

可能な施設は、約15%にとどまっている（図８）。 

ヒアリング調査結果より、夜間・休日の対応や情報提供内容・タイミングが未整理など、発災

時の情報提供体制が不十分であるとともに、停電時の対応や発災時に情報提供するシステムが不

十分といえる（表５）。 

この現状から、関係機関間の事前の協議・調整と情報共有により、発災時の情報提供体制を構

築するとともに、発災時に迅速に情報提供可能なシステムを構築する必要がある。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)事業継続計画 

 各事業所において大規模地震発生時

の事業継続計画（ＢＣＰ）の検討状況を

みると、作成済みまたは作成予定が57%

にとどまっている（図９）。 

 この現状から、発災時に早期に事業を

復旧・継続するための準備や最低限必要

な資源（人・モノ・情報・資金）確保に

関する計画の策定が急務といえる。 

 

 

 

 図９ 事業継続計画の検討状況 

表５ ヒアリング調査結果 

図７ 事業所における備蓄状況 

●現在のシステムでは夜間・休日の対応ができない⇒

夜間・休日に対応可能な体制・システム構築が必要 

●発災時の提供内容や提供タイミング等が未整理 

⇒提供内容・体制の事前確認・情報共有が必要 

●停電時は非常用電源に切り替わるが大型映像装置

に供給されない⇒停電時の電源確保が必要 

●交通事業者によって、運行情報を利用者へ配信する

ツールがないことやメール配信の利用者が少ない

ことなどが課題⇒他機関との連携を含めて、地区内

の情報提供体制や必要なシステムの構築が必要 

●デジタル・サイネージではリアルタイムの情報提供

は困難⇒事前・発災時の映像素材の提供が必要 

 

図８ 各手段での情報提供可否の現状 

計画を作成している

現在検討中であり、計画を
作成する予定である

計画を作成するか否か
検討中である

計画を作成する予定はない

未記入
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1
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32

34
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28

4

2
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3
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モニターへの表示
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館内放送

口頭による伝達

できる できない 未記入

(90%)

(87%)

(82%)

(15%)

(5%)

(5%)

(10%)

(72%)

(5%)

(8%)

(8%)

(13%)

54
36%

32
21%

41
27%

22
14%

3
2%
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1-3 対策の検討 

1-3-1 対策の方向性 

 発災時の帰宅困難者数は、雪まつり開催時に最大９万６千人に達する。この帰宅困難者の安全

を確保し、都心部における発災時の混乱を回避するためには、図10に示す対策の方向性が考えら

れ、これらを総合的に実施することにより、屋外に滞留してしまう者の解消を目指すものである。 

 屋外滞留者以外の人数を５万８千人と想定しているが、これを実現するためには、耐震性が確

保されている建物の事業所等からの屋外滞留者の発生を抑制することが重要である。そのために

は、平時から各企業等へ一斉帰宅の抑制を促すとともに、発災時の対応に対する従業員等の意識

啓発が必要である。また、各事業所の備蓄が不十分な現状であることから、建物内に従業員等が

長時間滞在できる物資の備蓄を進めるとともに、発災時に従業員等が「むやみに移動を開始しな

い」ため、被災状況や公共交通機関の運行状況等の情報提供が必要である。さらに、停電時の電

源確保や冬季の防寒対策も行う必要がある。 

 こうした対策の実施により、屋外滞留者は平日で３万８千人まで減少すると想定しているが、

特に冬季は厳しい寒さのため屋外での長時間の滞在は困難であり、この人々を受け入れるための

一時滞在施設の確保が必要である。そのため、大型ビルや地下施設等を一時滞在施設として確保

する必要がある。また、その滞在者に必要に応じて物資を提供できるよう備蓄に努めることも求

められる。 

 帰宅困難者等へ適切な情報を提供できるように、発災時の情報提供体制の構築などの取組を進

める必要がある。 

 このような対策を促進するため、札幌都心地域帰宅困難者対策ガイドライン等を用いて意識啓

発の取り組みを進める必要がある。 

 

 

図10 対策の方向性 

 

1-3-2 重点対策の設定 

 過去の災害教訓から、大規模な災害が発生した直後は、行政による救助活動だけでは対応しき

れず、市民や企業における「自助」「共助」の取組がきわめて重要となる。そのため、市民、企

業、地域、行政が日ごろから防災への取組を行うとともに、連携・協力してお互いに支え合う「防

災協働社会」を構築することが不可欠であり、これが災害に強い安全なまちづくりにつながる。

こうしたことから、本計画の関係者は、対策を実施していく上で、以下の共通認識に立ち、重点

的に推進すべき対策を設定する。 

 

◆事業所等において「自分でまもる」 

◆既存の組織を活用し「地域でたすける」 

◆自助・共助を「行政でささえる」 

◆相互に連携・協力し「共につくる」 

帰宅困難者
96,000人

屋外滞留者
38,000人

一斉帰宅の抑制

滞在のための備蓄の確保

情報提供

建物の耐震性の確保

意識啓発 等

一時滞在施設の確保

物資の備蓄・配布

情報提供

ガイドラインの活用

意識啓発 等

屋外滞留者以外の者
58,000人

図 11 重点設定の共通認識 
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 こうした観点及び計画の意義・目標を踏まえ、上述の対策の方向性から重点的に推進すべき対

策を次の３点とする（具体的な対策は２節で記載）。 

 

●一斉帰宅の抑制 

●一時滞在施設等の確保 

●帰宅困難者等への情報提供 

 

 

1-4 計画の作成および実施の体制 

 都市再生安全確保計画は、札幌都心

地域都市再生緊急整備協議会（都市再

生安全確保計画部会）が作成した。 

 計画の実施については、札幌都心地

域都市再生緊急整備協議会（都市再生

安全確保計画部会）及び民間企業等と

連携しながら行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

図 12 計画の作成主体・実施主体のイメージ 

 

 

1-5 計画の変更 

 本計画は、優先度の高いエリアから計画

策定するとともに、着手可能な対策から順

次計画に盛り込んでいくこととしており、

今後、計画区域及び対策の拡大が必要とな

る。また、取り組みやすい事項から着実に

実施していくものであるが、その実施の成

果を踏まえた計画の見直し、さらに、再開

発事業等の進捗による環境の変化への対

応も必要である。 

 したがって、本計画は、ＰＤＣＡサイク

ルにより内容を改善・更新し、スパイラル

アップを目指すものである（図 13）。 

 

 

 

 

 

図13 計画のＰＤＣＡのイメージ 

都市再生
緊急整備協議会
都市再生

緊急整備協議会

都市再生
安全確保計画部会

計画の作成主体

計画の実施主体

国土交通省・北海道

北海道警察

札幌市

まちづくり会社

交通事業者
※㈱北海道旅客鉄道など

民間事業者
※一時滞在施設管理者

再開発準備組合

エネルギー事業者など
※地域熱供給事業者など

連携
・

協力
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2 札幌駅・大通駅周辺地区における滞在者等の安全の確保のために実施する事業及び事務 

2-1 都市開発事業の施行に関して必要となる都市再生安全確保施設の整備及び管理 

 大規模な地震が発生した場合に滞在者等の安全の確保を図るために必要となる施設（都市再生

安全確保施設）の整備及び管理に係る事項を表６に示す。 

 

表６ 法第19条の15第2項第2号及び第3号に係る計画 
 

 

 

 

 

 

都市再生安全確保施設に係る事項 事業に係る事項 管理に係る事項 

番 

号 

地区 
施設名称 種類 所有者 実施主体 事業内容 実施期間 管理主体 管理内容 実施期間 

① 

 

 

 

 

北8西1

地区 

歩道沿い空地 
退避 

経路 

札幌駅北口

8・1地区市街

地再開発組合 

※1 

札幌駅北口8・1

地区市街地再開

発組合※1 

北8西1地区において

歩道沿い空地を整備 

R2～R5 

（予定） 

札幌駅北口8・

1地区市街地再

開発組合※1 

清掃、照明

等設備の管

理 

R6～ 

（予定） 
備蓄倉庫 

備蓄 

倉庫 

北8西1地区において

備蓄倉庫を整備 
設備の管理 

屋内広場 
一時退避

場所 

北8西1地区において

屋内広場を整備 

清掃、照明

等設備の管

理 

② 

 

 

南2西3

南西地

区 

歩道沿い空地 
退避 

経路 南2西3南西地

区市街地再開

発組合※1 

南2西3南西地区

市街地再開発組

合※1 

南2西3南西地区にお

いて歩道沿い空地を

整備 

R2～R4 

（予定） 南2西3南西地

区市街地再開

発組合※1 

清掃、照明

等設備の管

理 

R5～ 

（予定） 

多目的広場 
一時退避

場所 

南2西3南西地区にお

いて多目的広場を整

備 

R1～R4 

（予定） 

③ 

 

 

 

大通西

2地区 

屋内広場 
一時滞在

施設 
㈱北陸銀行 ㈱北陸銀行 

大通西2地区において

1階約160㎡、地下2階

約100㎡の屋内広場を

整備 
R3～R6 

(予定) 
㈱北陸銀行 

清掃、照明

等設備の管

理 R6～ 

(予定) 

備蓄倉庫 
備蓄 

倉庫 

大通西2地区において

備蓄倉庫を整備 
設備の管理 

④ 

 

 

北1西5

北地区 

屋内広場 
一時滞在

施設 
NTT都市開発

㈱ 
NTT都市開発㈱ 

北1西5北地区におい

て1階約200㎡の屋内

広場を整備 R3～R6 

(予定) 
NTT都市開発㈱ 

清掃、照明

等設備の管

理 R6～ 

(予定) 

備蓄倉庫 
備蓄 

倉庫 

北1西5北地区におい

て備蓄倉庫を整備 
設備の管理 

⑤ 

 

 

北6西1

地区 

一時滞在施設 
一時滞在

施設 

清水建設㈱ 清水建設㈱ 

北6西1地区において1

階に約225㎡の一時滞

在施設を整備 R3～R5

（予定） 
清水建設㈱ 

清掃、照明

等設備の管

理 R6～ 

（予定） 

備蓄倉庫 備蓄倉庫 
北6西1地区において

備蓄倉庫を整備 
設備の管理 

⑥ 

 

 

 

北3西4

地区 

屋内広場 
一時滞在

施設 
第一生命保険

㈱ 
第一生命保険㈱ 

北3西4地区において1

階約80㎡、地下1階約

160㎡の屋内広場を整

備 
R3～R5

（予定） 

第一生命保険

㈱ 

清掃、照明

等設備の管

理 R5～ 

（予定） 

備蓄倉庫 
備蓄 

倉庫 

北3西4地区において

備蓄倉庫を整備 
設備の管理 

⑥ 

 
北4東6周辺地

区備蓄倉庫 

備蓄 

倉庫 

北4東6周辺地

区市街地再開

発組合※1 

北4東6周辺地区

市街地再開発組

合 

北4東6周辺地区にお

いて備蓄倉庫を整備 

R1～R3 

(予定) 

北4東6周辺地

区市街地再開

発組合※1 

設備の管理 

R3～ 

（予定） 

 

※1 所有者及び管理主体については、事業完了後に記載を変更予定 
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※①～⑥の施設については表６参照 
 

 

 

 

図 14 札幌駅・大通駅周辺地区都市再生安全確保計画図 
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2-2 その他の滞在者等の安全の確保のために実施する事業 

 法第19条の15第2項第4号に規定する都市再生安全確保施設を有する建築物の耐震改修、その他の

滞在者等の安全の確保を図るために必要な事業等については、建築物所有者等と実施に向けた協

議が整った時点で計画に記載することとする。 

 

2-3 滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務 

 法第19条の15第2項第5号に規定する、災害時に滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務

については、札幌市作成の「大地震に備える 企業防災のすすめ｣（別冊参照。以下「企業防災の

すすめ」という。）の４(1)（p8～10）に従って備えを進めるよう努めるほか、以下のとおりとす

る。 

○ 建築物の管理者等は、建築物健全性を判断し、安全と認められる場合は、在館者が館内に留ま

るように促す。 

○ 建築物の管理者等は、建築物被災程度の確認情報を在館者に提供する。 

○ 一時滞在施設を有する建築物等の所有者または管理者（以下「滞在施設管理者」という。）は、

発災後、一時滞在施設の安全性を確認し、安全と認められる場合は施設を開設する。 

○ 滞在施設管理者は、一時滞在施設の設営ができたら、屋外滞留者を受け入れる。 

○ 滞在施設管理者は、交通機関の運行情報、復旧見込みの情報を一時滞在施設の滞在者へ定期的

に提供するよう努める。 

○ 交通機関、道路管理者は、鉄道や道路の点検を行い、運行情報等を札幌市（以下「市」という。）

に連絡する。 

○ 市は、地域内の被災状況や交通情報等を集約する。 

○ 市は、災害情報及び交通情報等を緊急速報メール等により提供する。 

○ エネルギー事業者は、災害時に一時滞在施設の滞在者や事業者等の安全を確保するため、あら

かじめ定めたルールに従い、非常用電気等供給施設からのエネルギーの供給を継続する。 

 

2-4 滞在者等の安全の確保のために必要な事項 

 法第19条の15第2項第6号に規定する、滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項について

は、｢企業防災のすすめ」の４(2)（p11～13）に従って体制づくりを進めるよう努めるほか、以下

のとおりとする。 

○ 市は、一時滞在施設を円滑に運営するための手順等を定めるマニュアル作成のためのガイド

ライン（札幌都心地域帰宅困難者対策ガイドライン）を策定し、適宜点検するとともに、必要

に応じて修正を加える。 

○ 滞在施設管理者は、札幌都心地域帰宅困難者対策ガイドラインに従い、施設の運営マニュアル

の整備に努める。 

○ 市は、一斉帰宅の抑制などの防災意識を啓発するための施策を検討し、実施する。 

○ 市は、屋外滞留者の必要とされる受入容量を目指し、一時滞在施設の確保を進める。観光客に

ついては、「災害時における旅行者の受入れ等に関する協定」に基づき宿泊施設との連携・協

力体制の構築を進め、安全に滞在できる施設の確保に努める。 

○ 屋外滞留者が一定期間滞在できるように、整備済みの一時滞在施設の管理に係る事項を表７

に示す。 

○ 災害時に建築物からの退避者が一時退避場所を利用できるように、整備済みの一時退避場所

の管理に係る事項を表８に示す。 

○ 避難又は退避行動の際の移動に利用できるように、整備済みの退避経路の管理に係る事項を

表９に示す。 

○ 市は、本計画における対策を適切に運用するため、その実行組織として新たに、札幌市都心地

域帰宅困難者等対策協議会（以下「対策協議会」という。）を設置する。 

○ 対策協議会は、帰宅困難者等対策訓練を実施する。 

○ エネルギー事業者は、災害時に非常用電気等供給施設より滞在者の安全の確保に必要なエネ

ルギー(電気・熱)が安定供給されるように、定期的な施設の点検等適切な管理を行う。 
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○ エネルギー事業者は、災害時に、滞在者等の安全の確保に必要なエネルギー(電気・熱)が円滑

に供給されるように、需要家と調整をしながら、エネルギーの供給・受入に関わるオペレーシ

ョン、災害時の供給計画、連絡体制を記したマニュアルを整備し、情報共有を行う。 

○ エネルギー事業者と関連する土地所有者等は、災害時に適切かつ確実にエネルギー供給を行

えるよう、都市再生特別措置法第 45 条の 21 に基づくエネルギー供給施設協定の締結につい

て協議を行う。 

○ 整備済みの非常用電気等供給施設の管理に係る事項を表 10に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※A～Dの各施設番号については表7～10参照 

 

図15 整備済み都市再生安全確保施設位置図 
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表７ 整備済み一時滞在施設等の管理に係る事項 
番 

号 
施設名称 所有者 管理主体 施設概要 管理内容 実施期間 

A1 
さっぽろ地下街 

オーロラタウン 

㈱札幌都市 

開発公社 

㈱札幌都市 

開発公社 
公共地下歩道、広場 

清掃、照明・空調

等の設備の管理 
H26～ 

A2 
さっぽろ地下街 

ポールタウン 

㈱札幌都市 

開発公社 

㈱札幌都市 

開発公社 
公共地下歩道、広場 

清掃、照明・空調

等の設備の管理 
H26～ 

A3 アピア 

札幌駅 

総合開発㈱ 

札幌駅 

総合開発㈱ 

ウエストアベニュー

（B1F） 

イーストアベニュー

(B1F) 

各ウォーク・各広場・

フローラルガレリア

（アピア・B1F） 

清掃、照明・空調

等の設備の管理 
H26～ 

A4 パセオ 
清掃、照明・空調

等の設備の管理 
H26～ 

A5 札幌ステラプレイス 
清掃、照明・空調

等の設備の管理 
H26～ 

A6 エスタ 
札幌駅 

総合開発㈱ 

札幌駅 

総合開発㈱ 
2階広場 

清掃、照明・空調

等の設備の管理 
H26～ 

A7 
札幌駅前通地下歩行空

間 

北海道開発局 

 

札幌市 

北海道開発局 
 

札幌市 
 

札幌駅前通まちづく

り㈱ 

歩行者専用道、広場 
清掃、照明・空調

等の設備の管理 
H26～ 

A8 
北一条地下駐車場 

連絡通路 
北海道開発局 北海道開発局 地下連絡通路 

清掃、照明・空調

等の設備の管理 
H26～ 

A9 札幌駅北口地下歩道 札幌市 札幌市 歩行者専用道 
清掃、照明・空調

等の設備の管理 
H26～ 

A10 
地下鉄大通駅コンコー

ス 
札幌市 札幌市 

コンコース（改札以

外） 

清掃、照明・空調

等の設備の管理 
H26～ 

A11 
地下鉄さっぽろ駅コン

コース 
札幌市 札幌市 

コンコース（改札以

外） 

清掃、照明・空調

等の設備の管理 
H26～ 

A12 札幌市民ホール 
札幌市教育 

委員会 
大和リース㈱ 

大ホール、第1～6会議

室、ホワイエ、楽屋 

清掃、照明・空調

等の設備の管理 
H26～ 

A13 
札幌エルプラザ 

公共４施設 
札幌市 

札幌エルプラザ管理

組合 

ホール、大・中研修室 

情報センター 

清掃、照明・空調

等の設備の管理 
H26～ 

A14 札幌市民交流プラザ 札幌市 
公益財団法人札幌市

芸術文化財団 

1～2階広場、3～6階ホ

ワイエ 

清掃、照明・空調

等の設備の管理 
H30～ 

A15 
北ガスアリーナ札幌46 

（札幌市中央体育館） 
札幌市 

(一財）さっぽろ健

康スポーツ財団 

剣道室、武道室、柔道

室 

清掃、照明・空調

等の設備の管理 
R1～ 

A16 
北4東6周辺地区 

備蓄倉庫 

イニシアグラン札幌

イースト管理組合 

イニシアグラン札幌

イースト管理組合 

（予定） 

備蓄倉庫 
設備及び防災備

蓄の管理 
R3～ 

A17 札幌三井ＪＰビルディング 
三井不動産㈱ 

日本郵便㈱ 
三井不動産㈱ 1～3階共用部 

清掃、照明・空調

等の設備の管理 
R1～ 

A18 さっぽろテレビ塔 ㈱さっぽろテレビ塔㈱さっぽろテレビ塔 
地下1階共用部、2階貸

しホール 

清掃、照明・空調

等の設備の管理 
R1～ 
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表８ 整備済み一時退避場所の管理に係る事項 
番 

号 
施設名称 所有者 管理主体 施設概要 管理内容 実施期間 

B1 大通公園 札幌市 
(公財)札幌市公園緑

化協会 
特殊公園 

清掃、照明等の

設備の管理 
H26～ 

B2 創成川公園 札幌市 
(公財)札幌市公園緑

化協会 
特殊公園 

清掃、照明等の

設備の管理 
H26～ 

B3 札幌駅南口駅前広場 
札幌市 

 

㈱北海道旅客鉄道 

札幌市 
 

㈱北海道旅客鉄道 
駅前広場 

清掃、照明等の

設備の管理 H26～ 

B4 札幌駅北口駅前広場 札幌市 札幌市 駅前広場 
清掃、照明等の

設備の管理 H26～ 

B5 札幌市北3条広場 札幌市 
札幌市 

 

札幌駅前通まちづくり㈱ 
広場 

清掃、照明等の

設備の管理 
H26～ 

B6 大通交流拠点地下広場 札幌市 札幌市 広場 
清掃、照明等の

設備の管理 
H27～ 

B7 
北3西3南地区屋内

広場 
大同生命保険㈱ ㈱ベルックス 屋内広場 

清掃、照明等の

設備の管理 
R2～ 

 

 

 

表９ 整備済み退避経路の管理に係る事項 
番 

号 
施設名称 所有者 管理主体 施設概要 管理内容 実施期間 

C1 西2丁目地下歩道 札幌市 札幌市 公共地下歩道 
清掃、照明等の

設備の管理 
H30～ 

C2 
北1西1地区歩道沿い

空地 

札幌市 

 

明治安田生命保険相互会社

 

パーク二十四㈱ 

 

北海道テレビ放送㈱ 

 

㈱札幌振興公社 

 

㈱朝日新聞社 

 

㈱北海道熱供給公社 

 

東日本電信電話㈱ 

さっぽろ創世スクエ

ア管理組合 
空地 

清掃、照明等の

設備整備の管

理 
H30～ 

C3 
北3西3南地区 

歩道沿い空地 
大同生命保険㈱ ㈱ベルックス 空地 

清掃、照明等の

設備整備の管

理 
R2～ 

 

 

 

 

表10 整備済み非常用電気等供給施設の管理に係る事項 
番 

号 
施設名称 所有者 管理主体 施設概要 管理内容 実施期間 

D1 創世エネルギーセンター ㈱北海道熱供給公社 ㈱北海道熱供給公社 
エネルギー供給施

設 

CGS、ボイラー、

熱導管の管理 
H30～ 

D2 
西2丁目地下歩道熱導

管ネットワーク 
㈱北海道熱供給公社 ㈱北海道熱供給公社 熱導管整備 熱導管の管理 H30～ 

D3 46エネルギーセンター 北海道ガス㈱ 北海道ガス㈱ 
エネルギー供給施

設 

CGS、ボイラー、

熱導管の管理 R1～ 
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図 16 札幌駅・大通駅周辺地区都市再生安全確保計画図 D1 創世エネルギーセンター及び

D2 西２丁目地下歩道熱導管ネットワーク 詳細 
 

 

 

○非常時の対応 

・さっぽろ創世スクエア管理組合、札幌市及び㈱北海道熱供給公社の３者は、非常時のエネルギ 

ー供給に関し、「北１西１周辺街区における非常用電気等供給施設協定」を令和3年9月22日に 

締結している（令和3年10月21日札幌市長認可）。 

・さっぽろ創世スクエアへは温水・冷水・蒸気の供給を継続する。電力については、CGS 1,400 kW

のうち本体建物へ700 kWを供給し、700 kWを非常用電気等供給施設で使用する。供給能力につ

いては下表参照。 

・札幌市役所本庁舎へは温水の供給を継続する。電力については本庁舎所有の非常用電源を使用

する。供給能力については下表参照。 

 

〇非常時の供給能力 

 供給能力 

さっぽろ創世スクエア 札幌市本庁舎 

CGS（電気） 700 kW ― 

温水 2,500kW（9,000 MJ/h） 8,000 MJ/h 2,200kW（7,920MJ/h） 

冷水 740 RT 2,600kW（9,360MJ/h） ― 

蒸気 契約容量契約熱量の上限値 ― 

融雪温水 － － 

※「北１西１周辺街区における非常用電気等供給施設協定」参照 
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◯非常時の対応 

・供給対象建物に対し、供給能力に応じた電気・温水・冷水の供給を継続する。供給能力につい

ては下表参照。 

・供給対象建物の整備に合わせ、１期、２期に分割した供給施設の供給能力増強を行う。 

 

〇非常時の供給能力 

 供給能力および供給設備(※1) 内訳(※2) 

CGS 
630(315) kW 

CGS 315 kW×2台(1 台) 

供給施設：        175 kW 

札幌市中央体育館：    100 kW～ 

共同住宅：         20 kW～ 

医療・福祉・健康：     20 kW～ 

温水 
6,696(3,348) MJ/h 

温水器 3,348 MJ/h×2台(１台) 

供給施設：         36 MJ/h～ 

札幌市中央体育館：    378 MJ/h～ 

共同住宅：         － MJ/h～ 

医療・福祉・健康：    778 MJ/h ～ 

冷水 

270(70) RT 

冷凍機 270 RT×1台 

(270 RT の抑制運転) 

供給施設：         3 RT～ 

札幌市中央体育館：     30 RT～ 

医療・福祉・健康：     30 RT～ 
（※１）：表中（ ）内数値は１期工事、（ ）無し数値は２期工事における供給能力を示す。 

（※２）：表中の数値は確保する下限を表し、供給余力から各供給対象建物の状況に応じて配分する。 

図 17 札幌駅・大通駅周辺地区都市再生安全確保計画図 D3４６エネルギーセンタ

ー詳細 
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３ その他札幌駅・大通駅周辺地区における防災性の確保に関する事項 

 大規模地震により、企業活動が停滞すると地域の生活や経済への影響が大きくなることが懸念

されることから、「企業防災のすすめ」の６（p18～20）に従って、業務継続の検討に努める。 

 地域内の関係者が、被害を最小限に抑えるとともに事業を復旧・継続する備えを検討すること

が重要であり、地域全体の信頼性の確保や社会的評価の高まりにつなげていくものである。 


